
セ
ン

タ
ー

調
査

に
関

す
る

課
題

検
討

W
G 

 A
<セ

ン
タ

ー
調

査
期

間
の

短
縮

化
>ま

と
め

W
Gの

開
催

経
過

第
１

回
令

和
３

年
３

⽉
31

⽇
(⽔

)
14

時
00

分
〜

16
時

00
分

第
２

回
令

和
３

年
６

⽉
16

⽇
(⽔

) 
10

時
30

分
〜

12
時

30
分

第
３

回
令

和
３

年
９

⽉
8⽇

(⽔
)

10
時

00
分

〜
12

時
00

分

W
G構

成
員

南
学

正
⾂

構
成

員
(座

⻑
)

⼤
嶽

浩
司

構
成

員
⼤

塚
将

之
構

成
員

岡
本

登
美

⼦
構

成
員

蒲
⽥

敏
⽂

構
成

員
近

藤
稔

和
構

成
員

⽥
中

伸
哉

構
成

員
樋

⼝
範

雄
構

成
員

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

厚
⽣

労
働

省
総

合
調

査
委

員
会

宮
⽥

哲
郎

委
員

⻑
南

須
原

康
⾏

委
員

資料２-１
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交

付
済

54
事

例
（

20
20

年
12

⽉
末

現
在

）
に

お
け

る
セ

ン
タ

ー
調

査
(申

請
~交

付
ま

で
）

の
平

均
期

間
は

、
約

2年
4か

⽉
と

な
っ

て
い

る
。

制
度

開
始

以
来

、
「

セ
ン

タ
ー

調
査

・
報

告
書

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

の
作

成
、

改
訂

等
に

よ
り

、
調

査
期

間
は

漸
次

短
縮

傾
向

に
あ

る
も

の
の

、
更

な
る

短
縮

の
⽅

策
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。


セ

ン
タ

ー
調

査
は

、
総

合
調

査
委

員
会

、
個

別
調

査
部

会
が

協
同

し
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

調
査

期
間

短
縮

に
向

け
て

の
課

題
抽

出
に

あ
た

っ
て

は
、

セ
ン

タ
ー

調
査

期
間

を
学

会
推

薦
を

含
め

た
「

⼿
続

き
」

、
「

個
別

調
査

部
会

に
よ

る
検

討
・

報
告

書
案

作
成

」
、

「
総

合
調

査
委

員
会

審
議

」
の

3つ
の

⼯
程

に
分

け
て

検
討

し
た

。

セ
ン

タ
ー

調
査

期
間

の
短

縮
化

に
関

す
る

課
題

検
討

の
経

緯


セ

ン
タ

ー
調

査
の

実
施

状
況

お
よ

び
別

途
実

施
し

た
「

セ
ン

タ
ー

調
査

に
係

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

」
の

結
果

を
踏

ま
え

、
調

査
期

間
に

及
ぼ

す
阻

害
要

因
等

の
分

析
・

検
討

を
⾏

い
、

調
査

期
間

の
短

縮
化

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

る
か

。


調
査

期
間

の
⽬

標
値

（
適

切
な

調
査

期
間

）
設

定
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
考

え
る

か
。

論
点


第

1回
（

令
和

3年
3⽉

31
⽇

）
：

セ
ン

タ
ー

調
査

の
流

れ
の

確
認

、
調

査
期

間
に

影
響

す
る

背
景

・
要

因
に

つ
い

て


第
2回

（
令

和
3年

6⽉
16

⽇
）

：
調

査
期

間
の

短
縮

の
た

め
の

⽅
策

に
つ

い
て


第

3回
（

令
和

3年
9⽉

8 
⽇

）
：

ま
と

め

検
討

内
容
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B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）

❶ 申 請

❼ 交 付

❷ 依 頼 学 会 選 定

（ （ 総 合 調 査 委 員 会 ）

❺ 総 合 調 査 委 員 会 提 出

❸ 個 別 調 査 部 会 設 置

❹ 第 １ 回 個 別 調 査 部 会

❻ 総 合 調 査 委 員 会 再 提 出

2
～

3
回

の
個

別
調

査
部

会
の

開
催

A
手

続
き

・
依
頼
受
理
の
連
絡
、
管
理
番
号
の
付
与

・
口

頭
に
よ
る
説

明
（
医

療
機

関
・
遺

族
）

・
依

頼
理

由
確

認
（
書

面
）

・
総

合
調
査
委
員
会
用
事
例
概
要
の
作
成

・
関

係
者
情
報
確
認

B
部

会
検

討
・
報

告
書

（
案

）
作

成
・
概

ね
2
か

月
お
き

2
～

3
回

開
催

・
医
療
機
関
、
遺
族
へ
の
質
問
紙
に
よ
る
複
数

回
の

ヒ
ア
リ
ン
グ

・
医
療
機
関
、
遺
族
へ
の
臨
床
経
過
の
確

認

C
総

合
調

査
委

員
会

審
議

・
報

告
書

（
案

）
審

議
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
た
点
検

・
必
要
時
、
追
加
調
査

（
質

問
紙

に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

・
追

加
調

査
の

結
果

を
踏

ま
え
、

報
告

書
（
案

）
の

再
確

認

セ
ン
タ
ー
調

査
の

現
状

＜
各

工
程

と
平

均
所

要
日

数
＞

・
診
療
記
録
提
出
一
覧
作
成
・
提
出
依
頼

・
情

報
整

理
（
臨

床
経

過
作

成
）
/
・
分

析
ポ
イ
ン
ト
表

（
案
）
作
成

・
事

前
意

見
収

集
の

準
備

/
・
個

別
調

査
部

会
開

催
日
程

調
整

・
情

報
提

供
依

頼
項

目
（
案

）
作

成

セ
ン
タ
ー
調

査
の

準
備

平
均
35
⽇

（
最
短
2⽇

／
最
⻑
18
1⽇

）
平
均
88
⽇

（
最
短
27
⽇
／
最
⻑
23
0⽇

）
平
均
91
⽇

（
最
短
36
⽇
／
最
⻑
17
5⽇

）
平
均
38
6⽇

（
最
短
12
1⽇

／
最
⻑
72
1⽇

）
平
均
15
5⽇

（
最
短
26
⽇
／
最
⻑
47
0⽇

）
平
均
85
⽇

（
最
短
3⽇

／
最
⻑
61
1⽇

）
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セ
ン
タ
ー
調

査
の

現
状

＜
各

工
程

と
平

均
所

要
日

数
＞

課
題

1.
 現

状
2.

 W
Gで

の
主

な
ご

意
⾒

3.
 ま

と
め

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
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⼿

続
き

の
期

間
は

、
事

務
局

は
以

下
の

こ
と

を
⾏

う
。

•
事

務
⼿

続
き

：
申

請
受

領
の

連
絡

、
管

理
番

号
の

付
与

、
医

療
機

関
と

遺
族

へ
セ

ン
タ

ー
調

査
に

つ
い

て
の

⼝
頭

説
明

等
•

申
請

者
に

「
セ

ン
タ

ー
調

査
を

依
頼

し
た

理
由

（
セ

ン
タ

ー
書

式
）

」
の

書
⾯

で
の

提
出

を
依

頼
、

内
容

確
認

•
医

療
機

関
に

「
事

例
に

関
係

し
た

医
師

情
報

」
の

書
⾯

で
の

提
出

を
依

頼
、

内
容

確
認


個

別
調

査
部

会
（

部
会

⻑
・

部
会

員
）

の
平

均
⼈

数
7.

5⼈
。


個

別
調

査
部

会
員

と
当

該
事

例
関

係
者

の
利

益
相

反
の

確
認

の
た

め
に

医
療

機
関

に
依

頼
す

る
「

事
例

に
関

係
し

た
医

師
情

報
」

の
提

出
に

は
、

通
常

2週
間

程
度

の
期

限
を

設
け

て
い

る
が

、
期

限
を

超
過

し
た

事
例

が
複

数
あ

っ
た

。


新
規

事
例

の
審

査
（

部
会

員
の

依
頼

学
会

の
選

定
等

）
は

、
定

例
で

開
催

さ
れ

る
総

合
調

査
委

員
会

（
⽉

1回
）

で
、

⾏
わ

れ
る

。
総

合
調

査
委

員
会

開
催

直
前

に
申

請
が

あ
っ

た
事

例
の

場
合

は
、

審
査

が
翌

⽉
と

な
る

。


学
会

推
薦

に
要

す
る

期
間

は
各

学
会

で
異

な
る

。
学

会
に

よ
っ

て
が

、
理

事
会

の
承

認
が

必
要

で
あ

っ
た

り
推

薦
者

の
決

定
に

時
間

を
要

す
る

な
ど

の
諸

事
情

か
ら

期
間

を
要

す
る

こ
と

も
あ

る
。

当
初

は
、

⼿
続

き
の

期
間

に
平

均
89

⽇
を

要
し

て
い

た
が

、
直

近
の

事
例

で
は

平
均

15
⽇

で
、

⻑
く

て
も

60
⽇

前
後

と
な

っ
て

い
る

。


個
別

調
査

部
会

の
⽇

程
調

整
は

、
お

お
む

ね
1か

⽉
程

度
要

す
る

。
そ

の
期

間
に

、
医

療
機

関
へ

の
診

療
記

録
の

提
出

依
頼

、
診

療
記

録
を

整
理

し
て

部
会

員
へ

の
送

付
、

事
例

に
関

す
る

情
報

整
理

等
を

⾏
う

。


⼿
続

き
の

期
間

は
、

平
均

12
3⽇

（
約

4か
⽉

）
で

、
最

短
60

⽇
（

2か
⽉

）
、

最
⻑

33
3⽇

（
約

1年
）

で
あ

っ
た

。
直

近
の

事
例

で
は

、
平

均
49

⽇
（

約
1か

⽉
半

）
と

な
っ

て
い

る
。

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）

学
会

推
薦

の
手

続
き
お
よ
び
部

会
設

置
に
係

る
期

間
短

縮
に
つ
い
て

課
題

１

1.
 現

状
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推

薦
に

か
か

る
体

制
は

、
学

会
に

よ
っ

て
異

な
り

、
⼩

規
模

な
学

会
は

⼈
材

の
確

保
に

苦
慮

し
て

い
る

。


学
会

に
よ

っ
て

は
、

委
員

の
推

薦
候

補
者

を
あ

ら
か

じ
め

選
出

し
て

お
き

、
推

薦
期

間
を

短
縮

し
て

い
る

。


W
eb

会
議

が
導

⼊
さ

れ
た

こ
と

で
地

域
を

越
え

た
部

会
員

の
参

加
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
地

域
を

限
定

し
な

い
⽅

が
部

会
員

の
⽇

程
調

整
も

し
や

す
い

こ
と

か
ら

、
学

会
の

状
況

に
よ

っ
て

は
、

地
域

を
限

定
せ

ず
に

部
会

員
の

推
薦

を
可

能
に

す
る

な
ど

、
柔

軟
な

対
応

を
し

て
は

ど
う

か
。


ク

ラ
ウ

ド
を

利
⽤

し
た

審
議

に
つ

い
て

は
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ー
に

関
す

る
対

策
を

⽴
て

た
う

え
で

実
施

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。


部

会
の

構
成

⼈
数

に
つ

い
て

•
多

い
場

合
は

、
⽇

程
調

整
が

難
し

い
。

ま
た

、
意

⾒
が

分
散

さ
れ

て
執

筆
を

ま
と

め
る

に
時

間
が

か
か

る
。

•
少

な
い

場
合

は
、

報
告

書
の

執
筆

に
か

か
る

負
担

が
⼤

き
く

な
る

。
偏

っ
た

意
⾒

に
な

る
可

能
性

が
あ

る
。


他

の
業

界
の

第
三

者
委

員
会

で
は

、
委

員
が

10
⼈

近
く

な
る

こ
と

は
な

い
。

主
な

委
員

を
決

め
て

必
要

時
に

委
員

を
追

加
す

る
な

ど
、

委
員

を
少

な
く

し
て

は
ど

う
か

。

学
会

推
薦

の
手

続
き
お
よ
び
部

会
設

置
に
係

る
期

間
短

縮
に
つ
い
て

課
題

１

2.
 W

Gで
の

主
な

ご
意

⾒

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
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⼿

続
き

の
期

間
は

、
セ

ン
タ

ー
調

査
の

期
間

延
⻑

に
⼤

き
く

影
響

し
て

い
な

か
っ

た
が

、
少

し
で

も
短

縮
に

つ
な

が
る

よ
う

対
策

を
講

じ
る

。


申
請

者
が

「
申

込
書

」
と

「
セ

ン
タ

ー
調

査
を

依
頼

し
た

理
由

（
セ

ン
タ

ー
書

式
）

」
を

同
時

に
提

出
で

き
る

よ
う

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

。


個
別

調
査

部
会

の
部

会
員

は
各

地
域

ブ
ロ

ッ
ク

内
か

ら
の

推
薦

を
原

則
と

す
る

が
、

学
会

の
要

望
に

応
じ

て
、

地
域

を
限

定
せ

ず
に

推
薦

を
可

能
に

す
る

な
ど

柔
軟

に
対

応
し

て
い

く
。


個

別
調

査
部

会
（

部
会

⻑
・

部
会

員
）

の
⼈

数
は

、
主

診
療

科
は

複
数

名
、

関
係

診
療

科
は

1名
と

し
、

原
則

8名
以

内
で

構
成

す
る

。
必

要
な

場
合

に
は

、
部

会
員

の
追

加
を

⾏
う

。


新
規

事
例

の
審

査
は

、
定

例
で

開
催

さ
れ

る
総

合
調

査
委

員
会

だ
け

で
な

く
、

ク
ラ

ウ
ド

上
で

随
時

実
施

す
る

。


ク
ラ

ウ
ド

上
で

の
審

査
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ー

を
担

保
し

情
報

管
理

を
徹

底
し

た
う

え
で

実
施

す
る

。

学
会

推
薦

の
手

続
き
お
よ
び
部

会
設

置
に
係

る
期

間
短

縮
に
つ
い
て

課
題

１

3.
 ま

と
め

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
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第

1回
個

別
調

査
部

会
か

ら
総

合
調

査
委

員
会

へ
の

報
告

書
案

提
出

【
こ

の
間

の
⼯

程
】

約
2か

⽉
お

き
に

個
別

調
査

部
会

を
2〜

3回
開

催
、

報
告

書
案

の
作

成
、

医
療

機
関

と
遺

族
へ

書
⾯

に
よ

る
ヒ

ア
リ

ン
グ

や
臨

床
経

過
（

事
実

）
の

確
認

を
⾏

う
。

【
個

別
調

査
部

会
の

開
催

回
数

と
所

要
期

間
】

個
別

調
査

部
会

を
2回

開
催

し
た

31
事

例
は

平
均

42
6⽇

、
3回

開
催

し
て

い
る

22
事

例
は

平
均

32
5⽇

【
個

別
調

査
部

会
の

開
催

回
数

と
ヒ

ア
リ

ン
グ

回
数

】
個

別
調

査
部

会
を

2回
開

催
し

た
31

事
例

は
平

均
5.

1回
、

3回
開

催
し

て
い

る
22

事
例

は
平

均
4.

8回


医
療

機
関

と
遺

族
へ

の
臨

床
経

過
の

確
認

通
常

1か
⽉

程
度

を
期

限
と

し
て

依
頼

し
て

い
る

が
、

期
限

を
30

⽇
以

上
超

過
し

た
事

例
は

、
5事

例
あ

っ
た

（
最

⻑
17

5⽇
)


「

セ
ン

タ
ー

調
査

・
報

告
書

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

現
在

Ve
r4

を
使

⽤
中


マ

ニ
ュ

ア
ル

を
改

訂
し

た
際

に
、

報
告

書
案

の
記

載
⽅

法
を

変
更

せ
ざ

る
を

得
な

い
状

況
も

あ
り

、
修

正
に

時
間

を
要

し
た

事
例

も
あ

っ
た


マ

ニ
ュ

ア
ル

の
改

訂
に

よ
り

、
報

告
書

の
記

載
⽅

法
や

内
容

が
標

準
化

さ
れ

、
内

容
の

充
実

が
図

ら
れ

て
き

て
い

る


部
会

員
・

調
査

⽀
援

医
※

1 
の

事
故

調
査

の
経

験


セ
ン

タ
ー

調
査

21
6名

を
対

象
に

⾏
っ

た
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

で
は

、
セ

ン
タ

ー
調

査
以

外
の

医
療

事
故

調
査

経
験

が
あ

る
と

回
答

し
た

の
は

13
5名

セ
ン

タ
ー

調
査

経
験

者
は

4名
で

あ
っ

た
。


20

21
年

7⽉
現

在
、

セ
ン

タ
ー

調
査

経
験

者
は

10
87

名
と

な
っ

て
い

る
。


調

査
⽀

援
医

74
名

、
調

査
⽀

援
看

護
師

40
名

を
対

象
に

し
た

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ミ

ナ
ー

※
2 を

毎
年

1〜
2回

開
催

し
て

い
る

。
【

参
加

状
況

】
20

18
年

：
76

名
、

20
19

年
：

72
名

、
20

20
年

：
92

名
（

20
18

年
お

よ
び

20
19

年
は

東
京

と
⼤

阪
で

開
催

、
20

20
年

は
W

eb
開

催
）


調

査
⽀

援
看

護
師

の
育

成
調

査
⽀

援
看

護
師

は
調

査
業

務
は

初
め

て
の

こ
と

で
あ

り
、

育
成

に
は

セ
ン

タ
ー

調
査

の
全

⼯
程

の
経

験
が

必
要

で
あ

り
、

約
2年

を
要

し
て

い
る

。
調

査
⽀

援
看

護
師

は
3〜

5例
を

担
当

し
て

い
る

。

セ
ン
タ
ー
調

査
の

質
向

上
に
よ
る
期

間
短

縮
に
つ
い
て

（
セ
ン
タ
ー
調

査
の

調
査

手
法

の
向

上
・
人

材
育

成
）

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）

課
題

２
1.

 現
状

※
1

医
療

事
故

調
査

の
経

験
が

豊
富

な
医

師
で

、
部

会
に

お
け

る
調

査
の

⽀
援

を
担

う
。

部
会

員
と

は
別

に
機

構
が

委
嘱

し
て

い
る

。
※

2
セ

ン
タ

ー
調

査
⼿

法
等

に
つ

い
て

の
研

修
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部

会
の

開
催

が
少

な
い

事
例

で
は

、
総

合
調

査
委

員
会

で
審

議
し

た
後

に
追

加
で

医
療

機
関

へ
情

報
提

供
を

依
頼

す
る

こ
と

が
あ

り
、

部
会

で
の

議
論

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

は
重

要
で

あ
る

。


当
該

医
療

機
関

の
医

療
安

全
担

当
者

の
部

会
参

加
や

往
訪

に
よ

る
ヒ

ア
リ

ン
グ

は
、

当
該

医
療

機
関

の
負

担
と

な
り

、
現

実
的

で
は

な
い

。


調
査

⽀
援

医
は

⽇
常

の
診

療
業

務
等

が
あ

る
中

で
、

複
数

の
事

例
を

担
当

し
た

り
、

専
⾨

領
域

以
外

の
事

例
を

担
当

す
る

こ
と

で
負

担
が

⼤
き

い
こ

と
か

ら
、

調
査

⽀
援

医
を

⽀
援

し
、

議
論

の
充

実
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。


セ
ン

タ
ー

調
査

・
報

告
書

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

充
実

さ
せ

、
報

告
書

の
内

容
を

⾼
め

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。


個

別
調

査
部

会
に

お
け

る
検

討
を

⽀
援

す
る

調
査

⽀
援

医
と

、
セ

ン
タ

ー
調

査
の

全
過

程
に

関
わ

り
作

業
を

進
め

る
調

査
⽀

援
看

護
師

の
育

成
は

重
要

な
課

題
で

あ
る

。


部
会

員
に

対
し

て
機

構
と

し
て

セ
ン

タ
ー

調
査

に
関

す
る

認
定

制
度

の
導

⼊
や

セ
ン

タ
ー

調
査

に
協

⼒
し

た
⽅

の
名

前
⼀

覧
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

上
に

掲
載

す
る

等
、

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
が

あ
っ

た
ほ

う
が

良
い

の
で

は
な

い
か

。


ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ミ

ナ
ー

は
、

W
eb

開
催

に
し

た
こ

と
で

受
講

⼈
数

が
増

え
た

。
今

後
は

Li
ve

配
信

だ
け

で
な

く
、

オ
ン

デ
マ

ン
ド

配
信

の
導

⼊
を

す
す

め
る

と
良

い
。

W
eb

開
催

の
場

合
、

事
例

検
討

の
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

等
を

ど
の

よ
う

に
⾏

う
か

研
修

⽅
法

に
⼯

夫
が

必
要

で
あ

る
。


各

学
会

の
専

⾨
医

の
単

位
取

得
の

た
め

の
医

療
安

全
に

関
す

る
講

習
に

お
い

て
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ミ

ナ
ー

の
コ

ン
テ

ン
ツ

を
活

⽤
で

き
る

よ
う

に
し

た
り

、
セ

ン
タ

ー
調

査
に

お
け

る
調

査
⼿

法
等

を
テ

ー
マ

に
す

る
な

ど
、

働
き

か
け

て
は

い
か

が
か

。

セ
ン
タ
ー
調

査
の

質
向

上
に
よ
る
期

間
短

縮
に
つ
い
て

（
セ
ン
タ
ー
調

査
の

調
査

手
法

の
向

上
・
人

材
育

成
）

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）

課
題

２

2.
 W

Gで
の

主
な

ご
意

⾒
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部

会
の

議
論

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

が
、

結
果

的
に

期
間

短
縮

に
つ

な
が

る
こ

と
か

ら
、

部
会

は
原

則
3回

以
上

開
催

す
る

こ
と

を
規

定
す

る
。


セ

ン
タ

ー
調

査
・

報
告

書
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
継

続
的

に
改

訂
す

る
・

例
⽂

を
多

く
掲

載
し

、
執

筆
の

際
の

部
会

員
の

負
担

を
減

ら
す

・
多

く
の

事
例

に
共

通
す

る
内

容
（

例
え

ば
、

「
急

変
時

の
対

応
」

や
「

予
後

に
つ

い
て

」
な

ど
）

を
掲

載
す

る
こ

と
で

、
報

告
書

の
標

準
化

を
図

り
、

更
に

内
容

を
充

実
さ

せ
る


個

別
調

査
部

会
の

部
会

⻑
は

、
可

能
な

範
囲

で
セ

ン
タ

ー
調

査
の

経
験

者
を

推
薦

い
た

だ
く

よ
う

、
学

会
へ

協
⼒

依
頼

す
る

。


全
地

域
に

お
け

る
調

査
⽀

援
医

の
増

員
を

推
進

す
る

。


調
査

⽀
援

看
護

師
を

計
画

的
に

育
成

す
る

。


特
定

機
能

病
院

や
地

域
中

核
病

院
等

で
医

療
安

全
を

担
当

す
る

医
師

の
セ

ン
タ

ー
調

査
へ

の
参

加
協

⼒
を

依
頼

す
る

。


ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ミ

ナ
ー

は
Li

ve
配

信
だ

け
で

は
な

く
、

全
て

の
調

査
⽀

援
医

が
受

講
で

き
る

よ
う

、
オ

ン
デ

マ
ン

ド
配

信
も

導
⼊

し
、

W
eb

開
催

に
お

い
て

も
有

効
な

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
等

が
⾏

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

研
修

⽅
法

を
検

討
す

る
。


各

学
会

の
専

⾨
医

の
単

位
取

得
の

た
め

の
医

療
安

全
講

習
の

内
容

に
セ

ン
タ

ー
調

査
に

関
す

る
事

項
を

取
り

上
げ

て
い

た
だ

け
る

よ
う

、
今

後
、

働
き

か
け

る
。

セ
ン
タ
ー
調

査
の

質
向

上
に
よ
る
期

間
短

縮
に
つ
い
て

（
セ
ン
タ
ー
調

査
の

調
査

手
法

の
向

上
・
人

材
育

成
）

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）

課
題

２

3.
 ま

と
め
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総

合
調

査
委

員
会

は
、

定
例

（
毎

⽉
1回

）
で

開
催

さ
れ

て
い

る
。


令

和
元

年
度

よ
り

、
総

合
調

査
委

員
会

の
審

議
前

の
査

読
結

果
か

ら
部

会
で

再
検

討
を

⾏
い

、
部

会
よ

り
再

提
出

さ
れ

た
修

正
案

に
対

し
て

、
総

合
調

査
委

員
会

で
審

議
を

す
る

よ
う

に
し

た
こ

と
で

期
間

の
短

縮
が

図
ら

れ
た

。


総
合

調
査

委
員

会
で

は
、

部
会

⻑
が

出
席

し
て

調
査

結
果

（
報

告
書

修
正

案
）

に
つ

い
て

報
告

し
、

審
議

が
⾏

わ
れ

て
い

る
。


総

合
調

査
委

員
会

に
報

告
書

案
を

提
出

後
、

修
正

し
て

再
提

出
す

る
ま

で
の

期
間

は
、

平
均

15
5⽇

（
約

5か
⽉

）
、

最
短

26
⽇

、
最

⻑
47

0⽇
（

約
1年

6か
⽉

）
で

あ
っ

た
。


総

合
調

査
委

員
会

以
降

に
審

議
期

間
を

要
し

て
い

る
も

の
は

、
個

別
調

査
部

会
に

お
け

る
検

証
の

た
め

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
再

度
⾏

う
な

ど
、

個
別

調
査

部
会

の
検

証
分

析
の

内
容

に
よ

っ
て

異
な

っ
て

い
た

。

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）

課
題

３

1.
 現

状

総
合
調
査
委
員
会
に
よ
る
審
議
に
つ
い
て


総

合
調

査
委

員
会

を
分

割
し

、
審

議
を

増
や

す
こ

と
は

ど
う

か
と

提
案

さ
れ

た
。

2.
W

Gで
の

主
な

ご
意

⾒
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3.
 ま

と
め


総

合
調

査
委

員
会

を
分

割
し

、
審

議
を

増
や

す
こ

と
が

提
案

さ
れ

た
が

、
総

合
調

査
委

員
会

は
医

療
者

だ
け

で
な

く
、

弁
護

⼠
（

医
療

機
関

側
・

遺
族

側
）

、
遺

族
代

表
な

ど
で

構
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

分
割

す
る

こ
と

は
現

実
的

で
は

な
い

と
い

う
こ

と
を

確
認

し
た

。


総
合

調
査

委
員

会
に

お
け

る
審

議
期

間
は

個
別

調
査

部
会

で
の

検
証

分
析

の
内

容
に

よ
っ

て
異

な
る

が
、

審
議

前
に

報
告

書
案

の
査

読
を

す
る

こ
と

で
期

間
が

短
縮

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、

総
合

調
査

委
員

会
の

審
議

等
の

対
応

は
現

⾏
通

り
と

す
る

。

B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）
A
⼿
続
き

平
均
12
4⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）

課
題

３
総
合
調
査
委
員
会
に
よ
る
審
議
に
つ
い
て
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調

査
期

間
の

⽬
標

は
設

定
し

て
い

な
い

が
、

セ
ン

タ
ー

調
査

説
明

資
料

で
は

調
査

期
間

は
約

12
か

⽉
と

し
て

い
る

。


交
付

済
み

54
事

例
の

平
均

総
調

査
期

間
は

約
2年

4か
⽉

で
あ

っ
た

。
セ

ン
タ

ー
調

査
を

開
始

し
た

当
初

の
事

例
で

は
、

最
⻑

3年
を

超
え

て
い

る
事

例
も

あ
っ

た
。

ま
た

、
個

別
調

査
部

会
で

解
剖

プ
レ

パ
ラ

ー
ト

の
追

加
染

⾊
を

⾏
っ

た
事

例
も

あ
っ

た
。


ヒ

ア
リ

ン
グ

の
回

答
に

は
通

常
3週

間
程

度
の

期
限

を
設

け
て

い
る

が
、

期
限

を
超

過
し

た
事

例
が

複
数

あ
り

、
回

答
に

3か
⽉

要
し

た
事

例
も

あ
っ

た
。

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

回
答

期
限

を
超

過
し

た
事

例
は

、
院

内
調

査
結

果
報

告
書

の
提

出
が

セ
ン

タ
ー

調
査

の
申

請
か

ら
⼤

幅
に

遅
れ

て
い

た
事

例
や

、
個

別
調

査
部

会
終

了
後

に
医

療
機

関
か

ら
「

訂
正

報
告

書
」

が
提

出
さ

れ
た

事
例

で
あ

っ
た

。


医
療

機
関

・
遺

族
に

対
し

、
3か

⽉
ご

と
に

進
捗

状
況

に
つ

い
て

⽂
書

を
送

付
し

、
電

話
で

補
⾜

連
絡

を
し

て
い

る
。


参

考
（

最
近

の
終

了
事

例
）

C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）

課
題

４

1.
 現

状

セ
ン
タ
ー
調

査
期

間
の

目
標

設
定

に
つ
い
て

A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）

【
事

例
１

】
A⼿

続
き

：
2か

⽉
B部

会
検

討
・

報
告

書
（

案
）

作
成

：
11

カ
⽉

C総
合

調
査

委
員

会
審

議
：

5カ
⽉

／
総

調
査

期
間

：
1年

6ヶ
⽉

【
事

例
２

】
A⼿

続
き

：
2か

⽉
B部

会
検

討
・

報
告

書
（

案
）

作
成

：
12

カ
⽉

C総
合

調
査

委
員

会
審

議
：

4カ
⽉

／
総

調
査

期
間

：
1年

6ヶ
⽉

【
事

例
３

】
A⼿

続
き

：
3か

⽉
B部

会
検

討
・

報
告

書
（

案
）

作
成

：
9 

か
⽉

C総
合

調
査

委
員

会
審

議
：

4カ
⽉

／
総

調
査

期
間

：
1年

4か
⽉
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C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）

課
題

４

2.
 W

Gで
の

主
な

ご
意

⾒

セ
ン
タ
ー
調

査
期

間
の

目
標

設
定

に
つ
い
て

A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）


セ

ン
タ

ー
調

査
・

報
告

書
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
⽬

標
期

間
を

追
加

し
、

調
査

期
間

を
標

準
化

す
る

こ
と

が
重

要
。


事

務
⼿

続
き

、
個

別
調

査
部

会
、

総
合

調
査

委
員

会
の

3つ
の

⼯
程

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
⽬

標
期

間
を

設
定

し
て

は
ど

う
か

。


⽬
標

期
間

を
例

え
ば

1年
6か

⽉
程

度
と

す
る

と
、

そ
の

期
間

で
全

て
の

事
例

が
終

了
す

る
と

い
う

誤
解

が
⽣

じ
る

。


個
々

の
事

例
に

よ
っ

て
必

要
な

調
査

期
間

は
異

な
る

。
事

例
ご

と
に

⽬
標

設
定

し
て

も
よ

い
の

で
は

な
い

か
。


⽇

本
で

は
「

間
違

い
を

許
さ

な
い

⽂
化

」
が

あ
り

、
調

査
が

丁
寧

す
ぎ

る
こ

と
も

影
響

し
て

い
る

の
で

は
な

い
か

。
事

例
に

よ
っ

て
は

、
調

査
を

簡
略

化
す

る
こ

と
も

検
討

し
て

は
ど

う
か

。


個
別

調
査

部
会

の
審

議
期

間
は

セ
ン

タ
ー

調
査

の
根

幹
と

な
る

た
め

、
個

別
調

査
期

間
の

積
極

的
な

短
縮

は
難

し
い

。


調
査

期
間

の
⽬

標
を

設
定

す
る

こ
と

も
⼤

事
だ

が
、

必
ず

し
も

そ
れ

が
期

間
短

縮
に

つ
な

が
る

わ
け

で
は

な
い

。
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C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）

課
題

４

3.
 ま

と
め

セ
ン
タ
ー
調

査
期

間
の

目
標

設
定

に
つ
い
て

A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）


セ

ン
タ

ー
調

査
の

期
間

⽬
標

を
新

た
に

設
定

す
る

。
•

お
お

よ
そ

の
⽬

標
は

1年
6か

⽉
程

度
と

す
る

。
•

た
だ

し
、

解
剖

プ
レ

パ
ラ

ー
ト

の
追

加
染

⾊
や

医
療

機
関

や
遺

族
か

ら
の

情
報

提
供

（
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
）

に
時

間
を

要
し

た
こ

と
、

医
療

機
関

か
ら

の
院

内
調

査
結

果
報

告
の

遅
れ

な
ど

に
よ

り
、

調
査

期
間

が
延

び
る

こ
と

も
あ

る
。

事
例

ご
と

に
調

査
期

間
を

個
別

調
査

部
会

の
際

に
調

整
す

る
。

•
調

査
期

間
の

⽬
標

を
設

定
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

そ
の

期
間

で
終

了
す

る
と

理
解

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
の

で
、

調
査

が
遅

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

理
由

に
つ

い
て

可
能

な
範

囲
で

遺
族

・
医

療
機

関
へ

説
明

す
る

。
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セ

ン
タ

ー
調

査
に

要
す

る
期

間
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

•
個

別
調

査
部

会
や

医
療

機
関

は
、

セ
ン

タ
ー

調
査

期
間

に
つ

い
て

「
妥

当
」

が
約

2割
、

「
⻑

い
」

「
や

や
⻑

い
」

は
約

7割
強

と
回

答
し

て
い

た
。

•
遺

族
は

「
⻑

い
」

「
や

や
⻑

い
」

が
約

8.
5割

と
回

答
し

、
待

つ
時

間
を

⻑
く

感
じ

て
い

る
。

•
⾃

由
意

⾒
に

も
「

2年
、

3年
は

⻑
い

」
と

い
う

記
載

が
あ

っ
た

。
•

個
別

調
査

部
会

は
「

あ
る

程
度

の
時

間
が

か
か

っ
て

も
仕

⽅
が

な
い

」
と

い
う

意
⾒

が
8件

（
66

件
中

）
あ

っ
た

。
•

ま
た

、
「

⻑
い

と
思

う
が

改
善

策
は

思
い

つ
か

な
い

」
と

い
う

意
⾒

も
14

件
（

66
件

中
）

あ
っ

た
。


セ

ン
タ

ー
調

査
の

プ
ロ

セ
ス

は
、

⽇
本

医
療

安
全

調
査

機
構

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

概
要

の
図

を
掲

⽰
し

、
「

セ
ン

タ
ー

調
査

に
つ

い
て

の
説

明
」

と
い

う
資

料
を

掲
載

し
て

い
る

の
み

で
あ

る
。


セ

ン
タ

ー
調

査
の

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

遺
族

が
理

解
す

る
た

め
の

情
報

が
不

⾜
し

て
い

る
。C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）

課
題

５

1.
 現

状

セ
ン
タ
ー
調

査
の

プ
ロ
セ
ス
の

周
知

に
つ
い
て

A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
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医

療
機

関
か

ら
の

情
報

提
供

に
時

間
を

要
す

る
背

景
に

は
、

医
療

機
関

が
セ

ン
タ

ー
へ

の
情

報
提

供
を

不
利

益
と

捉
え

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
と

思
わ

れ
る

。


セ
ン

タ
ー

調
査

の
透

明
化

を
図

る
た

め
に

、
「

セ
ン

タ
ー

調
査

報
告

書
・

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

を
公

開
し

て
は

ど
う

か
。


⼀

⽅
で

、
「

セ
ン

タ
ー

調
査

報
告

書
・

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

の
公

開
に

よ
っ

て
、

院
内

調
査

を
セ

ン
タ

ー
調

査
に

準
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

誤
解

か
ら

医
療

機
関

の
負

担
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

。


セ
ン

タ
ー

調
査

の
プ

ロ
セ

ス
を

周
知

す
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

が
、

調
査

に
時

間
を

要
す

る
こ

と
を

「
⾔

い
訳

」
と

捉
え

ら
れ

る
可

能
性

も
あ

る
。

C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）

課
題

５

2.
 W

Gで
の

主
な

ご
意

⾒

セ
ン
タ
ー
調

査
の

プ
ロ
セ
ス
の

周
知

に
つ
い
て

A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
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セ

ン
タ

ー
調

査
の

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、
⼀

連
の

プ
ロ

セ
ス

の
他

に
以

下
の

具
体

的
な

内
容

を
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

に
掲

載
し

、
周

知
を

図
る

。
•

個
別

調
査

部
会

の
設

置
に

は
多

く
の

学
会

か
ら

の
推

薦
を

も
ら

い
、

協
⼒

を
得

て
い

る
こ

と
•

委
員

の
委

嘱
に

あ
た

り
、

中
⽴

性
・

透
明

性
を

保
つ

た
め

に
、

事
前

に
利

害
関

係
の

確
認

作
業

が
必

要
で

あ
る

こ
と

•
検

証
の

た
め

の
資

料
準

備
に

時
間

を
要

す
る

こ
と

•
検

証
の

情
報

が
不

⾜
し

て
い

る
場

合
は

、
医

療
機

関
お

よ
び

遺
族

に
書

⾯
に

よ
る

複
数

回
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
が

必
要

に
な

る
こ

と


「

セ
ン

タ
ー

調
査

・
報

告
書

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

の
公

表
を

検
討

す
る

。

C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）

課
題

５

3.
 ま

と
めセ

ン
タ
ー
調

査
の

プ
ロ
セ
ス
の

周
知

に
つ
い
て

A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）
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C
総
合
調
査
委
員
会
審
議

平
均
24
0⽇

（
最
短
35
⽇
／
最
⻑
94
6⽇

）

そ
の

他
セ
ン
タ
ー
調

査
報

告
書

（
要

約
版

）
の

公
表

に
つ
い
て

A
⼿
続
き

平
均
12
3⽇

（
最
短
60
⽇
／
最
⻑
33
3⽇

）
B
部
会
検
討
・
報
告
書
（
案
）
作
成

平
均
47
7⽇

（
最
短
16
7⽇

／
最
⻑
79
0⽇

）

セ
ン

タ
ー

は
、

セ
ン

タ
ー

調
査

報
告

書
を

医
療

機
関

の
管

理
者

及
び

遺
族

に
交

付
す

る
と

さ
れ

て
お

り
、

そ
れ

以
外

の
開

⽰
請

求
に

応
じ

て
い

な
い

。
⼀

⽅
、

医
療

機
関

や
遺

族
が

公
表

す
る

こ
と

に
つ

い
て

の
制

限
は

な
い

。

制
度

の
主

旨
は

医
療

安
全

の
確

保
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
報

告
書

も
し

く
は

要
約

版
の

公
表

が
望

ま
し

い
。

事
例

の
個

⼈
情

報
の

秘
匿

化
や

医
療

機
関

、
遺

族
の

同
意

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

の
う

え
、

セ
ン

タ
ー

調
査

報
告

書
の

「
要

約
版

」
の

公
表

に
向

け
た

問
題

の
解

決
を

図
り

、
運

営
委

員
会

に
実

現
に

向
け

た
検

討
を

⾏
う

こ
と

を
要

望
す

る
。
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